
 
平成２７年６月亀山市議会定例会 提出議案 

条 例 新 旧 対 照 表 
                                                    

                                   頁 

議案第４６号 亀山市まちづくり基本条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・１ 

議案第４７号 亀山市税条例等の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

議案第４８号 亀山市都市計画税条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

議案第４９号 亀山市営住宅条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

  



 

 

1 

亀山市まちづくり基本条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（条例の位置付け） （条例の位置付け） 

第３条 市民、議会及び執行機関は、亀山市のまちづくりにおいて、こ

の条例の趣旨を尊重しなければならない。 

第３条 市民、議会及び執行機関は、亀山市のまちづくりにおいて、こ

の条例の趣旨を尊重しなければならない。 

２ 議会及び執行機関は、条例、規則等を解釈し、運用し、又は制定改

廃する場合には、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項と

の整合を図るものとする。 

２ 議会及び執行機関は、条例、規則等を解釈し、運用し、又は制定改

廃する場合には、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項と

の整合を図るものとする。 

３ 執行機関は、亀山市総合計画条例（平成２７年亀山市条例第  号）

第２条第１号に規定する総合計画                

              

３ 執行機関は、

その他の計画の策定並びに政策の立案

及び実施に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める

事項との整合を図るものとする。 

地方自治法の一部を改正する法律（平成２３年法律第

３５号）による改正前の地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２条

第４項の規定に基づく基本構想その他の計画の策定並びに政策の立案

及び実施に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める

事項との整合を図るものとする。 
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亀山市税条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第１条関係） 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、市が作成

するものに納税者の住所及び氏名（法人にあっては、事務所又は事業

所の所在地、名称及び法人番号（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第

２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下同じ。））（法人番号

を有しない者にあっては、事務所又は事業所の所在地及び名称）

（２）納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、市が作成

するものに納税者の住所及び氏名

並び

にその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載す

るものをいう。 

又は名称           

                              

                              

                              

                            並び

にその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載す

るものをいう。 

（３）納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、

市が作成するものに、特別徴収義務者の住所及び氏名（法人にあって

は、事務所又は事業所の所在地、名称及び法人番号）

（３）納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、

市が作成するものに、特別徴収義務者の住所及び氏名

並びにその納入

すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをい

う。 

又は名称   

                       並びにその納入

すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをい

う。 

（市民税の納税義務者等） （市民税の納税義務者等） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人 ２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人
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（以下この節において「外国法人」という。）に対するこの節の規定の

適用については、恒久的施設（法第２９２条第１項第１４号 

（以下この節において「外国法人」という。）に対するこの節の規定の

適用については、恒久的施設（に規定す

る恒久的施設をいう。）をもつて、その事務所又は事業所とする。 

法人税法第２条第１２号の１８に規定す

る恒久的施設をいう。）をもつて、その事務所又は事業所とする。 

３ （略） ３ （略） 

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２ 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれ

に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法

（昭和４０年法律第３３号）その他の所得税に関する法令の規定によ

る所得税法第２２条第２項又は第３項の総所得金額、退職所得金額又

は山林所得金額の計算の例によって算定する。

２ 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれ

に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法

（昭和４０年法律第３３号）その他の所得税に関する法令の規定によ

る所得税法第２２条第２項又は第３項の総所得金額、退職所得金額又

は山林所得金額の計算の例によって算定する。ただし、同法第６０条

の２から第６０条の４までの規定の例によらないものとする。 

          

                             

３～６ （略） ３～６ （略） 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第２６条 （略） 第２６条 （略） 

２～６ （略）  ２～６ （略）  

７ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合におい

ては、新たに第１２条第１項第３号又は第４号の者に該当することと

なった者に、当該該当することとなった日から３０日以内にその名称、

代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市内

に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号

７ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合におい

ては、新たに第１２条第１項第３号又は第４号の者に該当することと

なった者に、当該該当することとなった日から３０日以内にその名称、

代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市内

に有する事務所、事業所又は寮等の所在、当該該当するこ

ととなった日その他必要な事項を申告させることができる。 

     、当該該当するこ

ととなった日その他必要な事項を申告させることができる。 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） 
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第２７条の３ （略） 第２７条の３ （略） 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経由

すべき公的年金等支払者が所得税法第２０３条の５第５項

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経由

すべき公的年金等支払者が所得税法に規定する

納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、施行規則で定め

るところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者

に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供するこ

とができる。 

第２０３条の５第４項に規定する

納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、施行規則で定め

るところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者

に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供するこ

とができる。 

５ （略） ５ （略） 

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） 

第４３条 （略） 第４３条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 法人税法第８１条の２２第１項の規定によって法人税に係る申告書

を提出する義務がある法人で同法第８１条の２４第１項の規定の適用

を受けているものが、同条第４項の規定の適用を受ける場合には、当

該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係（同法第２条第１２号

の７の７に規定する連結完全支配関係をいう。第４４条第３項及び第

４６条第２項において同じ。）がある連結子法人（同法第２条第１２

号の７  

６ 法人税法第８１条の２２第１項の規定によって法人税に係る申告書

を提出する義務がある法人で同法第８１条の２４第１項の規定の適用

を受けているものが、同条第４項の規定の適用を受ける場合には、当

該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係（同法第２条第１２号

の７の７に規定する連結完全支配関係をいう。第４４条第３項及び第

４６条第２項において同じ。）がある連結子法人（同法

に規定する連結子法人をいう。第４４条第３項及び第４６

条第２項において同じ。）（連結申告法人（同法第２条第１６号に規

定する連結申告法人をいう。第４６条第２項において同じ。）に限る。）

については、同法第８１条の２４第４項の規定の適用に係る当該申告

書に係る連結法人税額（法第３２１条の８第４項に規定する連結法人

税額をいう。以下この項及び第４６条第２項において同じ。）の課税

第２条第１２

号の７の３に規定する連結子法人をいう。第４４条第３項及び第４６

条第２項において同じ。）（連結申告法人（同法第２条第１６号に規

定する連結申告法人をいう。第４６条第２項において同じ。）に限る。）

については、同法第８１条の２４第４項の規定の適用に係る当該申告

書に係る連結法人税額（法第３２１条の８第４項に規定する連結法人

税額をいう。以下この項及び第４６条第２項において同じ。）の課税
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標準の算定期間（当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。第

４６条第２項において同じ。）に限り、当該連結法人税額に係る個別

帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて

納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について法人税法

第８１条の２４第１項の規定の適用がないものとみなして、第７条の

規定を適用することができる。 

標準の算定期間（当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。第

４６条第２項において同じ。）に限り、当該連結法人税額に係る個別

帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて

納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について法人税法

第８１条の２４第１項の規定の適用がないものとみなして、第７条の

規定を適用することができる。 

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） （法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） 

第４４条 （略） 第４４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の場合において、法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定

による更正の通知をした日が、法第３２１条の８第１項、第２項、第

４項又は第１９項の申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限

前に提出された場合には、当該申告書の提出期限）の翌日から１年を

経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免

れた場合を除き、当該１年を経過する日の翌日から当該通知をした日

（法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは

決定がされたこと（同条第２項又は第４項の申告書を提出すべき法人

が連結子法人の場合にあっては、当該連結子法人との間に連結完全支

配関係がある連結親法人（法人税法第２条第１２号の６の７

３ 前項の場合において、法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定

による更正の通知をした日が、法第３２１条の８第１項、第２項、第

４項又は第１９項の申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限

前に提出された場合には、当該申告書の提出期限）の翌日から１年を

経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免

れた場合を除き、当該１年を経過する日の翌日から当該通知をした日

（法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは

決定がされたこと（同条第２項又は第４項の申告書を提出すべき法人

が連結子法人の場合にあっては、当該連結子法人との間に連結完全支

配関係がある連結親法人（法人税法に規定す

る連結親法人をいう。以下この項において同じ。）若しくは連結完全

支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又

は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと）による更正に係るも

のにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正

若しくは決定の通知をした日）までの期間は、延滞金の計算の基礎と

第２条第１２号の７の２に規定す

る連結親法人をいう。以下この項において同じ。）若しくは連結完全

支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又

は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと）による更正に係るも

のにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正

若しくは決定の通知をした日）までの期間は、延滞金の計算の基礎と
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なる期間から控除する。 なる期間から控除する。 

（市民税の減免） （市民税の減免） 

第４５条 （略） 第４５条 （略） 

２ 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限前

７日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする

事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限前

７日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする

事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 （１）納税義務者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所若しくは

事業所の所在地及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番

号をいう。）又は法人番号 

（２）法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期限及

び税額 

（１）法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期限及

び税額 

（３）減免を受けようとする事由 （２）減免を受けようとする事由 

３ （略） ３ （略） 

第６２条 法第３４８条第２項第１０号から第１０号の１０までの固定

資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地につ

いては第１号及び第２号に、家屋については第３号及び第４号に、償

却資産については第５号及び第６号に掲げる事項を記載した申告書を

市長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が

同項第１０号から第１０号の１０

第６２条 法第３４８条第２項第１０号から

までに規定する事業又は施設（以下

この条において「社会福祉事業等」という。）を経営する者の所有に

属しない者である場合においては、当該固定資産を当該社会福祉事業

等を経営する者に無料で使用させていることを証明する書面を添付し

第１０号の９ までの固定

資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地につ

いては第１号及び第２号に、家屋については第３号及び第４号に、償

却資産については第５号及び第６号に掲げる事項を記載した申告書を

市長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が

同項第１０号から第１０号の９ までに規定する事業又は施設（以下

この条において「社会福祉事業等」という。）を経営する者の所有に

属しない者である場合においては、当該固定資産を当該社会福祉事業

等を経営する者に無料で使用させていることを証明する書面を添付し
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なければならない。 なければならない。 

（１）～（６）（略） （１）～（６）（略） 

（固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有

者がすべき申告） 

（固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有

者がすべき申告） 

第６４条 法第３４８条第２項第３号、第９号から第１０号の１０ 第６４条 法第３４８条第２項第３号、第９号からまで、

第１１号の３から第１１号の５まで又は第１２号の固定資産として同

項本文の規定の適用を受けていた固定資産について、当該各号に掲げ

る用途に供しないこととなった場合又は有料で使用させることとなっ

た場合においては、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに市長に

申告しなければならない。 

第１０号の９ まで、

第１１号の３から第１１号の５まで又は第１２号の固定資産として同

項本文の規定の適用を受けていた固定資産について、当該各号に掲げ

る用途に供しないこととなった場合又は有料で使用させることとなっ

た場合においては、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに市長に

申告しなければならない。 

（施行規則第１５条の３第２項の規定による補正の方法の申出） （施行規則第１５条の３第２項の規定による補正の方法の申出） 

第６９条 施行規則第１５条の３第２項の規定による補正の方法の申出

は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年１月３１日までに次に

掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならな

い。 

第６９条 施行規則第１５条の３第２項の規定による補正の方法の申出

は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年１月３１日までに次に

掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならな

い。 

（１）代表者の住所 （１）代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に

規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個

人番号に限る。以下固定資産税について同じ。）又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

及び氏名                    

                              

                              

                              

                               

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

２ （略） ２ （略） 

（法第３５２条の２第５項及び第６項の規定による固定資産税額のあ （法第３５２条の２第５項及び第６項の規定による固定資産税額のあ
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ん分の申出） ん分の申出） 

第７０条 法第３５２条の２第５項の規定による同条第１項第１号に掲

げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第２号に掲げる要

件に該当しないものに係る固定資産税額のあん分の申出は、同項に規

定する共用土地納税義務者の代表者が毎年１月３１日までに次に掲げ

る事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。 

第７０条 法第３５２条の２第５項の規定による同条第１項第１号に掲

げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第２号に掲げる要

件に該当しないものに係る固定資産税額のあん分の申出は、同項に規

定する共用土地納税義務者の代表者が毎年１月３１日までに次に掲げ

る事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。 

（１）代表者の住所 （１）代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

及び氏名                    

                              

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 

２ 法第３５２条の２第６項に規定する特定被災共用土地（以下この項

及び次項において「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産税

額のあん分の申出は、同条第６項に規定する特定被災共用土地納税義

務者（第５号及び第４項において「特定被災共用土地納税義務者」と

いう。）の代表者が法第３４９条の３の３第１項に規定する被災年度

（第３号及び第８４条において「被災年度」という。）の翌年度又は

翌々年度（法第３４９条の３の３第１項に規定する避難の指示等（第

８４条において「避難の指示等」という。）が行われた場合において、

法第３４９条の３の３第１項に規定する避難等解除日（以下この項及

び第８４条において「避難等解除日」という。）の属する年が法第３

４９条の３の３第１項に規定する被災年（第８４条において「被災年」

という。）の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から

避難等解除日の属する年の１月１日以後３年を経過する日を賦課期日

とする年度までの各年度）の初日の属する年の１月３１日までに次の

各号に掲げる事項を記載し、かつ、第４号に掲げる事実を証する書類

２ 法第３５２条の２第６項に規定する特定被災共用土地（以下この項

及び次項において「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産税

額のあん分の申出は、同条第６項に規定する特定被災共用土地納税義

務者（第５号及び第４項において「特定被災共用土地納税義務者」と

いう。）の代表者が法第３４９条の３の３第１項に規定する被災年度

（第３号及び第８４条において「被災年度」という。）の翌年度又は

翌々年度（法第３４９条の３の３第１項に規定する避難の指示等（第

８４条において「避難の指示等」という。）が行われた場合において、

法第３４９条の３の３第１項に規定する避難等解除日（以下この項及

び第８４条において「避難等解除日」という。）の属する年が法第３

４９条の３の３第１項に規定する被災年（第８４条において「被災年」

という。）の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から

避難等解除日の属する年の１月１日以後３年を経過する日を賦課期日

とする年度までの各年度）の初日の属する年の１月３１日までに次の

各号に掲げる事項を記載し、かつ、第４号に掲げる事実を証する書類
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を添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。 を添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。 

（１）代表者の住所 （１）代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

及び氏名                    

                              

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略） 

３及び４ （略）  ３及び４ （略）  

（固定資産税の減免） （固定資産税の減免） 

第７８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、市

長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して

課する固定資産税を減免する。 

第７８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、市

長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して

課する固定資産税を減免する。 

（１）～（４）（略） （１）～（４）（略） 

２ 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期

限前７日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受け

ようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期

限前７日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受け

ようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

（１）納税義務者の住所 （１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

及び氏名又は名称              

                               

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 

３ （略） ３ （略） 

（住宅用地の申告） （住宅用地の申告） 

第８３条 賦課期日において、住宅用地を所有する者は、当該年度の前

年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その

申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年

の１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出し

第８３条 賦課期日において、住宅用地を所有する者は、当該年度の前

年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その

申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年

の１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出し
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なければならない。 なければならない。 

（１）住宅用地の所有者の住所 （１）住宅用地の所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

及び氏名又は名称           

                              

    

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

２ （略） ２ （略） 

（被災住宅用地の申告） （被災住宅用地の申告） 

第８４条 法第３４９条の３の３第１項（同条第２項において準用する

場合及び同条第３項（同条第４項において準用する場合を含む。）の

規定により読み替えて適用される場合を含む。第５号及び次項におい

て同じ。）の規定の適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又

は翌々年度（避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の

属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年

度から避難等解除日の属する年の１月１日以後３年を経過する日を賦

課期日とする年度までの各年度）の初日の属する年の１月３１日まで

に次に掲げる事項を記載し、かつ、第４号に掲げる事実を証する書類

を添付した申告書を市長に提出しなければならない。 

第８４条 法第３４９条の３の３第１項（同条第２項において準用する

場合及び同条第３項（同条第４項において準用する場合を含む。）の

規定により読み替えて適用される場合を含む。第５号及び次項におい

て同じ。）の規定の適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又

は翌々年度（避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の

属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年

度から避難等解除日の属する年の１月１日以後３年を経過する日を賦

課期日とする年度までの各年度）の初日の属する年の１月３１日まで

に次に掲げる事項を記載し、かつ、第４号に掲げる事実を証する書類

を添付した申告書を市長に提出しなければならない。 

（１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）

（１）納税義務者の住所

並びに当該納税義務者が令第５２条の１３第１項第３号から第５号

まで又は第３項第３号から第５号までに掲げる者である場合にあっ

ては、同条第１項第１号若しくは第２号又は第３項第１号若しくは第

２号に掲げる者との関係 

及び氏名又は名称              

                              

並びに当該納税義務者が令第５２条の１３第１項第３号から第５号

まで又は第３項第３号から第５号までに掲げる者である場合にあっ

ては、同条第１項第１号若しくは第２号又は第３項第１号若しくは第

２号に掲げる者との関係 

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略） 
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２ （略） ２ （略） 

（軽自動車税の減免） （軽自動車税の減免） 

第９６条 （略） 第９６条 （略） 

２ 前項の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期

限前７日までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額

及び次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明

する書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期

限前７日までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額

及び次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明

する書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）軽自動車等の所有者等の住所又は （２）軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、

氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号

をいう。次条において同じ。）又は法人番号（個人番号又は法人番号

を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及

び氏名又は名称） 

氏名若しくは名称       

                              

                              

                              

                              

         

（３）～（８） （略） （３）～（８） （略） 

３ （略） ３ （略） 

（身体障害者等に対する軽自動車税の減免） （身体障害者等に対する軽自動車税の減免） 

第９７条 （略） 第９７条 （略） 

２ 前項第１号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者

は、納期限前７日までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和２

４年法律第２８３号）第１５条の規定により交付された身体障害者手

帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条の規定

により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を

２ 前項第１号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者

は、納期限前７日までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和２

４年法律第２８３号）第１５条の規定により交付された身体障害者手

帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条の規定

により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を
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受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項にお

いて「身体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣が定めるところに

より交付された療育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）

又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１

２３号）第４５条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳（以

下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道路交

通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２条の規定により交付された

身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者

等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護す

る者の運転免許証（以下この項において「運転免許証」という。）を

提示するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要と

する理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。 

受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項にお

いて「身体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣が定めるところに

より交付された療育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）

又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１

２３号）第４５条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳（以

下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道路交

通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２条の規定により交付された

身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者

等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護す

る者の運転免許証（以下この項において「運転免許証」という。）を

提示するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要と

する理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。 

（１）減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号（個人番号を有しない者

にあっては、氏名及び住所）

（１）減免を受ける者の氏名

並びに減免を受ける者が、身体障害者等

と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係 

及び住所                

             並びに減免を受ける者が、身体障害者等

と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係 

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略） 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第１２５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地又はその取得

のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有

者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免することができ

る。 

第１２５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地又はその取得

のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有

者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免することができ

る。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

２ 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者は、 ２ 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者は、
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納期限前７日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を

受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

納期限前７日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を

受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

（１）納税義務者の住所 （１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５

項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。）又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

及び氏名又は名称              

                              

                              

                              

      

（２）及び（３） （略） （２）及び（３） （略） 

３ （略） ３ （略） 

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） （入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第１３９条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日ま

でに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事

項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければな

らない。 

第１３９条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日ま

でに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事

項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければな

らない。 

（１）住所 （１）住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番

号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しく

は事業所の所在地及び氏名又は名称） 

及び氏名又は名称                    

                              

                              

                              

                  

（２）及び（３） （略） （２）及び（３） （略） 

附 則 附 則 

（納期限の延長に係る延滞金の特例） （納期限の延長に係る延滞金の特例） 
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第８条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条第１

項（第１号に係る部分に限る。）の規定により定められる商業手形の

基準割引率が年５．５パーセントを超えて定められる日からその後年

５．５パーセント以下に定められる日の前日までの期間（当該期間内

に前条第２項の規定により第４６条に規定する延滞金の割合を同項に

規定する特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該

期間を除く。以下この項において「特例期間」という。）内（法人税

法第７５条の２第１項（同法第１４４条の８ 

第８条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条第１

項（第１号に係る部分に限る。）の規定により定められる商業手形の

基準割引率が年５．５パーセントを超えて定められる日からその後年

５．５パーセント以下に定められる日の前日までの期間（当該期間内

に前条第２項の規定により第４６条に規定する延滞金の割合を同項に

規定する特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該

期間を除く。以下この項において「特例期間」という。）内（法人税

法第７５条の２第１項（同法において準用する場合

を含む。）の規定により延長された法第３２１条の８第１項に規定す

る申告書の提出期限又は法人税法第８１条の２４第１項の規定により

延長された法第３２１条の８第４項に規定する申告書の提出期限が当

該年５．５パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる

市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における当該市

民税に係る第４６条の規定による延滞金にあっては、当該年５．５パ

ーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限

までの期間内）は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に

係る第４６条に規定する延滞金の年７．３パーセントの割合は、同条

及び前条第２項の規定にかかわらず、当該年７．３パーセントの割合

と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年５．５

パーセントの割合を超える部分の割合を年０．２５パーセントの割合

で除して得た数を年０．７３パーセントの割合に乗じて計算した割合

とを合計した割合（当該合計した割合が年１２．７７５パーセントの

割合を超える場合には、年１２．７７５パーセントの割合）とする。 

第１４５条第１項において準用する場合

を含む。）の規定により延長された法第３２１条の８第１項に規定す

る申告書の提出期限又は法人税法第８１条の２４第１項の規定により

延長された法第３２１条の８第４項に規定する申告書の提出期限が当

該年５．５パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる

市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における当該市

民税に係る第４６条の規定による延滞金にあっては、当該年５．５パ

ーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限

までの期間内）は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に

係る第４６条に規定する延滞金の年７．３パーセントの割合は、同条

及び前条第２項の規定にかかわらず、当該年７．３パーセントの割合

と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年５．５

パーセントの割合を超える部分の割合を年０．２５パーセントの割合

で除して得た数を年０．７３パーセントの割合に乗じて計算した割合

とを合計した割合（当該合計した割合が年１２．７７５パーセントの

割合を超える場合には、年１２．７７５パーセントの割合）とする。 

２ （略） ２ （略） 
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第１４条の２の２ 平成２２年度から平成４１年度までの各年度分の個

人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税

特別措置法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を受けた場合

（居住年が平成１１年から平成１８年まで又は平成２１年から平成３

１年

第１４条の２の２ 平成２２年度から

までの各年である場合に限る。）において、前条第１項の規定の

適用を受けないときは、法附則第５条の４の２第６項（同条第９項の

規定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定するところに

より控除すべき額を、当該納税義務者の第１９条及び第２１条の規定

を適用した場合の所得割の額から控除する。 

平成３９年度までの各年度分の個

人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税

特別措置法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を受けた場合

（居住年が平成１１年から平成１８年まで又は平成２１年から平成２

９年までの各年である場合に限る。）において、前条第１項の規定の

適用を受けないときは、法附則第５条の４の２第６項（同条第９項の

規定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定するところに

より控除すべき額を、当該納税義務者の第１９条及び第２１条の規定

を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１７条の２ 法附則第１５条第２項第１号に規定する条例で定める割

合は、３分の１とする。 

第１７条の２ 法附則第１５条第２項第１号に規定する条例で定める割

合は、３分の１とする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６  法附則第１５条第１８項に規定する条例で定める割合は、５分の３

（都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第２条第５項に規

定する特定都市再生緊急整備地域における法附則第１５条第１８項に

規定する条例で定める割合は、２分の１）とする。 

７ 法附則第１５条第３６項 ６ 法に規定する条例で定める割合は、３分の２

とする。 

附則第１５条第３４項に規定する条例で定める割合は、３分の２

とする。 

８ 法附則第１５条第３９項 ７ 法に規定する条例で定める割合は、３分の２

とする。 

附則第１５条第３７項に規定する条例で定める割合は、３分の２

とする。 

９ 法附則第１５条第４０項 ８ 法に規定する条例で定める割合は、４分の３ 附則第１５条第３８項に規定する条例で定める割合は、４分の３
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とする。 とする。 

１０  法附則第１５条の８第４項に規定する条例で定める割合は、３分

の２とする。 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

第１８条 法附則第１５条の６第１項又は第２項の住宅について、これ

らの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の

１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しな

ければならない。 

第１８条 法附則第１５条の６第１項又は第２項の住宅について、これ

らの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の

１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しな

ければならない。 

（１）納税義務者の住所 （１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

及び氏名又は名称              

                               

（２）及び（３） （略） （２）及び（３） （略） 

２ 法附則第１５条の７第１項又は第２項の住宅について、これらの規

定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月３

１日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

２項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 法附則第１５条の７第１項又は第２項の住宅について、これらの規

定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月３

１日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

２項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（１）納税義務者の住所 （１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

及び氏名又は名称              

                               

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

３ 法附則第１５条の８第３項の家屋について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月３１日までに次

に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

３ 法附則第１５条の８第３項の家屋について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月３１日までに次

に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

（１）納税義務者の住所 （１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人 及び氏名又は名称              
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番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）                                

（２）及び（３） （略） （２）及び（３） （略） 

４ 法附則第１５条の８第４項の貸家住宅について、同項の規定の適用

を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月３１日まで

に次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関する

法律（平成１３年法律第２６号）第７条第１項の登録を受けた旨を証

する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則第１２

条第２１項第２号に規定する補助を受けている旨を証する書類を添付

した申告書を市長に提出しなければならない。 

４ 法附則第１５条の８第４項の貸家住宅について、同項の規定の適用

を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月３１日まで

に次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関する

法律（平成１３年法律第２６号）第７条第１項の登録を受けた旨を証

する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則第１２

条第２１項第２号に規定する補助を受けている旨を証する書類を添付

した申告書を市長に提出しなければならない。 

（１）納税義務者の住所 （１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

及び氏名又は名称              

                               

（２）及び（３） （略） （２）及び（３） （略） 

５ 法附則第１５条の８第５項の家屋について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月３１日までに次

に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

５ 法附則第１５条の８第５項の家屋について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月３１日までに次

に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

（１）納税義務者の住所 （１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

及び氏名又は名称              

                               

（２）及び（３） （略） （２）及び（３） （略） 

６ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合住宅について、同項の規

定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改

修が完了した日から３箇月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋

が令附則第１２条第２４項に規定する基準を満たすことを証する書類

６ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合住宅について、同項の規

定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改

修が完了した日から３箇月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋

が令附則第１２条第２４項に規定する基準を満たすことを証する書類
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を添付して市長に提出しなければならない。 を添付して市長に提出しなければならない。 

（１）納税義務者の住所 （１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

及び氏名又は名称              

                               

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略） 

７ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改修住宅又は同条第５項

の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けよ

うとする者は、同条第４項に規定する居住安全改修工事が完了した日

から３箇月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第７条第８項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

７ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改修住宅又は同条第５項

の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けよ

うとする者は、同条第４項に規定する居住安全改修工事が完了した日

から３箇月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第７条第８項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

（１）納税義務者の住所 （１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

及び氏名又は名称              

                               

（２）～（７） （略） （２）～（７） （略） 

８ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修住宅又は同条第１０項

の熱損失防止改修専有部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工事が完了した日

から３箇月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第７条第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

８ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修住宅又は同条第１０項

の熱損失防止改修専有部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工事が完了した日

から３箇月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第７条第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

（１）納税義務者の住所 （１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

及び氏名又は名称              

                               

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略） 

９ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋について、同項の ９ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋について、同項の
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規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震

改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に施行規則附則第７条第１１項に規定する補助に係る補助金確定通知

書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１

２３号）第７条又は附則第３条第１項の規定による報告の写し及び当

該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第２４項に規定する基準を満た

すことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震

改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に施行規則附則第７条第１１項に規定する補助に係る補助金確定通知

書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１

２３号）第７条又は附則第３条第１項の規定による報告の写し及び当

該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第２４項に規定する基準を満た

すことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（１）納税義務者の住所 （１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

及び氏名又は名称              

                               

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略） 

 （軽自動車税の税率の特例） 

第２９条の２ 法附則第３０条第１項第１号及び第２号に規定する３輪

以上の軽自動車に対する第９１条の規定の適用については、当該軽自動

車が平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初めて

道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（次項

及び第３項において「初回車両番号指定」という。）を受けた場合にお

いて、平成２８年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第９１条第２号ア ３，９００円 １，０００円 

６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 
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２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自

動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項におい

て同じ。）に対する第９１条の規定の適用については、当該軽自動車が

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限り、次

の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

第９１条第２号ア ３，９００円 ２，０００円 

６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 
 

 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自

動車（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第９１条の規

定の適用については、当該軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８

年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成

２８年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第９１条第２号ア ３，９００円 ３，０００円 

６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 
 

 

 （たばこ税の税率の特例） 

第３０条 削除 第３０条 たばこ事業法附則第２条の規定による廃止前の製造たばこ定
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価法（昭和４０年法律第１２２号）第１条第１項に規定する紙巻たば

こ３級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たば

こに係るたばこ税の税率は、第１０２条の規定にかかわらず、当分の

間、１，０００本につき２，４９５円とする。 

 ２ 前項の規定の適用がある場合における第１０５条第１項から第４項

までの規定の適用については、同条第１項中「第３４号の２様式」と

あるのは「第４８号の５様式」と、同条第２項中「第３４号の２の２

様式」とあるのは「第４８号の６様式」と、同条第３項中「第３４号

の２の６様式」とあるのは「第４８号の９様式」と、同条第４項中「第

３４号の２様式又は第３４号の２の２様式」とあるのは「第４８号の

５様式又は第４８号の６様式」とする。 
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亀山市税条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第２条関係） 

改正後 改正前 

第１条 亀山市税条例（平成１７年亀山市条例第５０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条 亀山市税条例（平成１７年亀山市条例第５０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

附則第２９条の２第３項中「附則第３０条第３項第１号」を「附則第３

０条第５項第１号」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「附則

第３０条第２項第１号」を「附則第３０条第４項第１号」に改め、同項を

同条第３項とし、同条第１項中「附則第３０条第１項第１号」を「附則第

３０条第３項第１号」に、「初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の

規定による車両番号の指定（次項及び第３項において「初回車両番号指定」

という。）」を「初回車両番号指定」に改め、同項を同条第２項とし、同

項の前に次の１項を加える。 

法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該

軽自動車が初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車

両番号の指定（以下この条において「初回車両番号指定」という。）を

受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分

の軽自動車税に係る第９１条の規定の適用については、当分の間、次の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

第９１条第２号ア ３，９００円 ４，６００円 

６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

３，８００円 ４，５００円 

附則第２９条の次に次の１条を加える。 

（軽自動車税の税率の特例） 

第２９条の２ 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に

対する当該軽自動車が初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規

定による車両番号の指定を受けた月から起算して１４年を経過した月

の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第９１条の規定の適用

については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第９１条第２号ア ３，９００円 ４，６００円 

６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 
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５，０００円 ６，０００円 
 

附 則 附 則 

第６条 平成２７年３月３１日以前に初めて道路運送車両法第６０条第

１項後段の規定による車両番号の指定を受けた３輪以上の軽自動車に

対して課する軽自動車税に係る新条例第９１条及び新条例附則第２９

条の２の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

新条例第９１条第２

号ア 

 ３，９００円 ３，１００円 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

３，８００円 ３，０００円 

 ５，０００円 ４，０００円 

新条例附則第２９条

の２第１項

第９１条 

の表以外

の部分 

亀山市税条例等

の一部を改正す

る条例（平成２６

年亀山市条例第

１４号。以下この

条において「平成

２６年改正条例」

という。）附則第

６条の規定によ

り読み替えて適

用される第９１

第６条 平成２７年３月３１日以前に初めて道路運送車両法第６０条第

１項後段の規定による車両番号の指定を受けた３輪以上の軽自動車に

対して課する軽自動車税に係る新条例第９１条及び新条例附則第２９

条の２の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

新条例第９１条第２

号ア 

 ３，９００円 ３，１００円 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

３，８００円 ３，０００円 

 ５，０００円 ４，０００円 

新条例附則第２９条

の２   

第９１条 

の表以外

の部分 

亀山市税条例等

の一部を改正す

る条例（平成２６

年亀山市条例第

１４号。以下この

条において「平成

２６年改正条例」

という。）附則第

６条の規定によ

り読み替えて適

用される第９１
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条 

新条例附則第２９条

の２第１項

第９１条第２号ア 

の表第９

１条第２号アの項 

平成２６年改正

条例附則第６条

の規定により読

み替えて適用さ

れる第９１条第

２号ア 

 ３，９００円  ３，１００円 

 ６，９００円  ５，５００円 

１０，８００円  ７，２００円 

 ３，８００円  ３，０００円 

 ５，０００円  ４，０００円 
 

条 

新条例附則第２９条

の２   

第９１条第２号ア 

の表第９

１条第２号アの項 

平成２６年改正

条例附則第６条

の規定により読

み替えて適用さ

れる第９１条第

２号ア 

 ３，９００円  ３，１００円 

 ６，９００円  ５，５００円 

１０，８００円  ７，２００円 

 ３，８００円  ３，０００円 

 ５，０００円  ４，０００円 
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亀山市都市計画税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（法附則第１５条第３６項の条例で定める割合） （法附則第１５条第３６項の条例で定める割合） 

４ （略） ４ （略） 

 （法附則第１５条第１８項の条例で定める割合） 

 ５ 法附則第１５条第１８項に規定する条例で定める割合は、５分の３

（都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第２条第５項に規定

する特定都市再生緊急整備地域における法附則第１５条第１８項に規

定する条例で定める割合は、２分の１）とする。 

（宅地等に対して課する平成２７年度から平成２９年度までの各年度

分の都市計画税の特例） 

（宅地等に対して課する平成２７年度から平成２９年度までの各年度

分の都市計画税の特例） 

６ （略） ５ （略） 

７ （略） ６ （略） 

８ 附則第６項 ７ の規定の適用を受ける宅地等に係る平成２７年度から平

成２９年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等

調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第２０項を除く。）

又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額

附則第５項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成２７年度から平

成２９年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等

調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第２０項を除く。）

又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額
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とした場合における都市計画税額に満たない場合にあっては、附則第

６項

とした場合における都市計画税額に満たない場合にあっては、

の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

附則第

５項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

９ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上０．

７以下のものに係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の

都市計画税の額は、附則第６項

８ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上０．

７以下のものに係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の

都市計画税の額は、の規定にかかわらず、当該商業地等の

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額

（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３

（第２０項を除く。）又は法附則第１５条から第１５条の３までの規

定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

とする。 

附則第５項の規定にかかわらず、当該商業地等の

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額

（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３

（第２０項を除く。）又は法附則第１５条から第１５条の３までの規

定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

とする。 

１０ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超

えるものに係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の都市

計画税の額は、附則第６項

９  商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超

えるものに係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の都市

計画税の額は、の規定にかかわらず、当該商業地等に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗

じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３

４９条の３（第２０項を除く。）又は法附則第１５条から第１５条の

３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税

額とする。 

附則第５項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗

じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３

４９条の３（第２０項を除く。）又は法附則第１５条から第１５条の

３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税

額とする。 

１１ （略） １０ （略） 

（農地に対して課する平成２７年度から平成２９年度までの各年度分 （農地に対して課する平成２７年度から平成２９年度までの各年度分
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の都市計画税の特例） の都市計画税の特例） 

１２ （略） １１ （略） 

１３ 附則第６項及び第８項の「宅地等」とは法附則第１７条第２号に、

附則第６項及び第９項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは

法附則第２５条第６項において読み替えて準用される法附則第１８条

第６項に、附則第７項、第９項及び第１０項の「商業地等」とは法附

則第１７条第４号に、附則第９項、第１０項及び前項の「負担水準」

とは法附則第１７条第８号ロに、前項の「農地」とは法附則第１７条

第１号に、前項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則

第２６条第２項において読み替えて準用される法附則第１８条第６項

に規定するところによる。 

１２ 附則第５項及び第７項の「宅地等」とは法附則第１７条第２号に、

附則第５項及び第８項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは

法附則第２５条第６項において読み替えて準用される法附則第１８条

第６項に、附則第６項、第８項及び第９項 の「商業地等」とは法附

則第１７条第４号に、附則第８項、第９項 及び前項の「負担水準」

とは法附則第１７条第８号ロに、前項の「農地」とは法附則第１７条

第１号に、前項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則

第２６条第２項において読み替えて準用される法附則第１８条第６項

に規定するところによる。 

１４ （略） １３ （略） 
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亀山市営住宅条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

１ （略） １ （略） 

２ 借上げによる市営住宅の名称、位置等 ２ 借上げによる市営住宅の名称、位置等 

設置年度 名称 位置 構造 戸数 

（略） （略） （略） （略） （略） 

平 成 ２ ７

年度 
野村団地

住宅 
野村一丁目１０

番７－１０１号、

１０番７－２０

２号、１０番７－

２０３号、１０番

７－２０５号及

び１０番７－３

０３号 

中層耐火

３階 
５ 

平成２７

年度 
川合住宅 川合町５４３番地

及び５４４番地 
８ 木造２階 

平成２７

年度 
北鹿島台

住宅 
北鹿島町２番５－

３―１０１号、２

番５－３－１０２

号、２番５－３－

２０１号及び２番

５－３－２０２号 

４ 木造２階 

 

設置年度 名称 位置 構造 戸数 

（略） （略） （略） （略） （略） 

平 成 ２ ７

年度 
野村団地

住宅 
野村一丁目１０

番７－１０１号、

１０番７－２０

２号、１０番７－

２０３号、１０番

７－２０５号及

び１０番７－３

０３ 

中層耐火

３階 
５ 
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平成２７

年度 
若山住宅 若山町１番７－１

０１号、１番７－

１０２号、１番７

－１０３号、１番

７－１０５号、１

番８－２０１号、

１番８－２０２

号、１番８－２０

３号及び１番８－

２０５号 

８ 木造２階 
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